
 

 

公募要領 
 
 
１． 事 業 名 

ウィズコロナにおけるオンライン日本語教育実証事業 委託業務 
 
２．事業の趣旨 

新型コロナウイルス感染拡大による入国制限等の影響により、我が国に入国できな  
い外国人留学生が増加の一途を辿っている。令和３年 11 月からの水際対策に係る新 
たな措置により段階的に外国人留学生の受入れが開始されたものの、オミクロン株の 
影響もあって、外国人の入国停止措置が継続されている状況にある。 

コロナ禍でオンライン教育は増えてきているものの、各機関の取り組みは区々であ 
り、質の高い日本語教育をオンライン環境において実現することは必要不可欠と考 
え、本事業は、入国が困難な外国人留学生への日本語教育環境を構築するため、オン 
ラインを活用した日本語教育を実証することで、ウィズコロナにおける持続的な日本 
語教育のあり方を検討する。 

 
３．事業の内容（詳細は別紙仕様書のとおり） 

（１）出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令の表の法別 
表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄の規定より法務大臣 
が告示をもって定める外国人等に対する日本語教育を行う機関（以下「日本語教 
育機関」という。）と連携・協力して行う入国前の外国人留学生等を対象とした 
多様なオンライン教育の実証に関する業務 

（２）上記の業務に付随する必要な業務 
 
４．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

日本語教育機関と連携・協力して本委託業務を円滑に行うことができる団体で、下 
記（１）から（７）の要件を全て満たす法人格を有する団体。 
（１）本委託業務を適切に遂行するためのノウハウを有し、業務の効率的な遂行のた   

めに必要な人員体制を構築できること。 
（２）定款、寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること。 
（３）団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること。  
（４）自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。 
（５）団体の活動の本拠としての事務所を有すること。 
（６）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

   なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同 
意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（７）支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこ 
と。 

 
５．事業期間、事業規模、採択予定件数 
  事業期間：委託契約日（令和４年４月中旬を予定）から令和５年２月２８日（火） 
  事業規模（事業総額）： ４，０９６，０００千円 
  採択件数：５から８件程度（予定）  

※採択件数は現時点の予定であり増減する場合がある。最終的な採択件 
数は審査委員会が決定する。 

 
６．選定方法及び選定結果の通知 



 

 

 審査は、本委託事業を選定するための審査委員会を設置して行う。審査方法つ
いては別添「審査基準」のとおり。選定終了後、すべての提案者に選定結果を通
知する。 

 
７．公募説明会の開催 
  開催日時：令和４年２月１５日（火曜日）１４：３０～１６：００ 
       令和４年２月１６日（水曜日）１０：３０～１２：００ 
        ※同じ内容をオンラインで２回開催 
  参加希望者は、本件連絡先の E-mail アドレスまで必要事項（①団体名、②参加者

氏名・職名）、③電話番号、④希望する説明会の日時、⑤質問したい内容）を記載
の上、E-mail で申込すること。なお、アカウント数に制限があるため、１団体１名
までの受付とする。（１画面に複数名参加することは可能） 

 
８．企画提案書の提出場所・提出方法・提出書類・提出期限 

（１）提出場所（本件担当、連絡先） 
    文化庁国語課地域日本語教育推進室  オンライン実証事業担当 
        E-mail：nihongo@mext.go.jp 

ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（代）（内線２８３３） 
     

（２）提出方法 
①下記（３）のすべての提出書類の電子データ一式を E-mail で送信すること。 
②E-mail の件名及び添付ファイル名はともに「（事業名）_（法人名）」とする 
こと。 

③用紙の大きさはＡ４縦版、横書きとする。ただし、図表等は必要に応じＡ３版 
の折り込みも可とする。 

    ④添付ファイルは１通にまとめて送信すること。ただし、容量が大きくてまと
められない場合は件名の最後に番号をつけて複数回に分けて送信することが
できる。 

⑤企画提案書等の作成費用は選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。 
 
（３）提出書類 

①企画提案書（様式１） 
②法人等組織概要 
 ・団体概要、作業フロー図及び従事責任者・従事者等の業務体制、役割分担等 

（様式２－１） 
 ・定款又は寄附行為（これに類する規約等を含む。）の写し 
 ・登記簿謄本の写し 
 ・これまでの活動実績がわかる資料（要覧、会社案内等） 
③直近２期分の決算資料 
④業務計画書（様式３） 
⑤自主事業（個票）（様式４） 
⑥実証計画表（様式５） 
⑦誓約書（様式６） 
 ※契約権者の氏名、生年月日が確認できる書類（運転免許証の写し等。公的機 

関の発行したもの。）を添付。 
⑧審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」の認定等   

を受けている場合はその写し 
⑨再委託団体に関する以下の書類（再委託先がある場合のみ提出、委託業務内で 



 

 

公募する日本語教育機関は除く） 
 ・再委託団体概要（様式２－２） 

・定款又は寄附行為（これに類する規約等を含む。）の写し 
・誓約書（様式６） 

※契約権者の氏名、生年月日が確認できる書類（運転免許証の写し等。公的
機関の発行したもの。）を添付。 

    
※提出された企画提案書等については返却しない。 

 
（４）提出期限 

    令和４年３月７日（月）１２：００必着 
※ すべての提出書類をこの期限までに提出すること。 
※  E-mail でデータを送信した書類については送信時に提出されたものと

みなす。 
※ メール送信後、受信通知がない場合には、下記連絡先まで電話をし、受

理確認を行うこと。また、期限日当日に提出を行う場合は、送信後速や
かに電話をし、受理確認を行うこと。メールの事故等の責任は一切負わ
ない。 

 
【連絡先 ０３－５２５３－４１１１（代表）（内線２８３３）】 
 
※ 提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の差替えは認

めない。 
 

（５）質問の受付 
     質問は、質問者名、団体名、部署名、電話番号を明記の上、E-mail にて送信す

ること。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情
報に開示する。 

公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等 
については回答できない。また、審査に関する質問については回答できない。  

 
受付期間：令和４年３月７日（月）１２：００まで（平日のみ） 

E-mail：nihongo@mext.go.jp 
  

９．誓約書の提出 
（１）本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、暴力団等に該当し

ない旨の別添の誓約書を提出すること。また、企画提案書の内容に業務を別の
者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出すること。 

（２）前項の誓約書を提出しない者、虚偽の誓約をした者及び誓約書に反することと
なったときは、当該者の企画提案書は無効とするものとする。 

 
１０．契約締結に関する取り決め 

（１）契約額の決定方法について 
 採択決定の後、採択者と契約額及び契約の条件等について調整を行う。契約
額については国が業務計画書と参考見積価格等を精査し、委託要項等で経費と
して認めているもの以外の経費、業務の履行に必要ではない経費、過大に見積
もられた経費などは負担しない。したがって契約額は採択を受けた者が提示す
る参考見積価格とは必ずしも一致しないのでその点を承知しておくこと。ま
た、契約額及び契約の条件等について双方の合意が得られない場合には採択決
定を取り消すこととなるのでその点についても承知しておくこと。 



 

 

（２）契約締結前の執行について 
 国の契約は会計法により当事者双方が契約書に押印しない限り確定しない
ため、たとえ本事業に採択されたとしても双方が契約書に押印していない間は
事業に着手することはできない。したがって、それ以前に採択者が要した経費
についても国は負担することはないのでその点について十分留意するととも
に、採択後は迅速に契約締結を進めて行くこと。なお、業務の一部を別の者に
再委託先する場合はその再委託先にも伝えておくこと。 

 
１１．スケジュール 
 （１）公募開始：令和４年２月１０日（木） 
 （２）公募締切：令和４年３月７日（月）１２：００必着 

（３）審  査：令和４年３月上旬から中旬頃 
（４）結果通知：令和４年３月下旬頃 
（５）契約締結及び事業開始：令和４年４月中旬頃 
（６）契約期間：契約締結日から令和５年２月２８日（火） 
 

 
１２．その他 

（１）事業実施にあたっては、契約書及び企画提案書等を遵守すること。また、女性
の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に
記載した事項について、認定の取り消しなどによって記載した内容と異なる状
況になった場合には速やかに発注者に届け出ること。 

（２）審査終了後ただちに採択者と契約に向けた手続きに入る。すみやかに契約締結
するため、遅滞なく以下の書類を提出すること。業務計画に再委託が予定され
ている場合は再委託先にも周知しておくこと。 

（３）文化庁委託業務実施要領及び経費計上の留意事項等を遵守すること。 
（文化庁委託業務の事務処理について）https://www.bunka.go.jp/qa/itaku.html 

（４）本事業の支払い等を通じて、マイルやポイントを取得することは禁止する。 
 
  〔契約締結にあたり必要となる書類〕 
    選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のために遅滞なく以下の書

類が提出できるように事前に準備を行うこと。なお、再委託がある場合は、こ
の旨を再委託先にも十分周知を行うこと。 
･ 業務計画書（委託業務経費内訳または参考見積書を含む） 

･ 委託業務経費（再委託に係るものを含む）の積算根拠資料 

 （謝金単価表、旅費支給規定、見積書など） 

･ 再委託に係る委託業務経費内訳 

･ 別紙（銀行口座情報） 

･ 業務体制表（連絡先を含む） 
 

 

https://www.bunka.go.jp/qa/itaku.html

